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背景 

本文書は、伝播の予防と感染疑い例および確定例の管理など、COVID-19 関連で新たに得られた

知識に基づいて、2020 年 3 月 31 日に発表された暫定ガイダンス （1）を更新するものである。発

表済みのこの暫定ガイダンスは、WHO および世界観光機関（UNWTO）のガイダンス文書を見直

し、WHO、UNWTO、国連児童基金（UNICEF）で内部協議して作成されたものであった。本文

書は、現在のパンデミックの状況下で営業するホテルや、キャンプ施設も含めたあらゆる規模の

宿泊施設に適用できるように作成した。住宅宿泊事業の提供者 （2）も、この実践的ガイドライン

に従うよう要請する。 
また本文書は、公衆衛生関連の当局（国際保健規則の国内連絡窓口、地域の保健当局、市町村、

都道府県および国のヘルスサーベイランスシステムおよび対応システムなど）が、ホテルやその

他の宿泊提供施設で発生する公衆衛生関連の事象に対応する際に役立つと考えられる。 
本文書は、WHO の COVID-19 ウェブサイト （3）で継続的に更新される情報と併せて使用する必

要があり、SARS-CoV-2 の伝播の現状も考慮されるべきである。 
 
 

COVID-19 に関する留意事項 

これまでのエビデンスから、COVID-19 を引き起こす SARS-CoV-2 ウイルスは、主に呼吸器関連

の飛沫およびヒトとヒトとの接触を介して伝播するとされている。感染者の周囲環境内で汚染さ

れた場所や物（媒介物）に触れることで伝播が起こることもある （4）。 
COVID-19 で最も一般的な症状は、熱および空咳、倦怠感である。頻度は多くないが、他に、疼

痛や鼻詰まり、頭痛、結膜炎、のどの痛み、下痢、味覚障害または嗅覚障害、皮膚の発疹、手足

の指の変色などの症状を訴える患者もいる。SARS-CoV-2 ウイルスに感染しても症状が軽度な症

状しかない場合や、症状が全くない場合もある。COVID-19 の症状に関する詳細な情報は、WHO
のウェブサイトで閲覧可能である （5）。 
予防策としては、定期的かつ完全な手指衛生、物理的距離の確保、目、鼻、口を触らないように

すること、咳エチケットの遵守、市中感染が起きており物理的距離の確保が難しい場合に高リス

ク者は医療用マスクを着用し、一般市民は布製マスクを着用することなどが挙げられる （6）。予
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防に関する詳細なアドバイスは、WHO のウェブサイトで閲覧できる（7）。建物や室内を適切に換

気し、特に、よく触れるものや場所などの環境を清掃・消毒することが、感染リスクの低減に役

立つと考えられる（詳細な説明は 8 ページを参照）。 

 
 

COVID-19 と宿泊業界 

ホテルおよび宿泊施設は、利用客と職員の関わり合いが密になる場所である。 
特に注意を払う必要があるのは、このような側面、つまり利用客の宿泊やそれに伴うサービス（飲

食、清掃、アクティビティなど）および、このような宿泊施設ならではの（利用客同士、利用客

と職員、職員同士の）関わり合いである。 
宿泊施設の全職員が、COVID-19 感染の基本的な予防策を遵守しなければならない。具体的には、

手指衛生、物理的距離の確保、目、鼻、口を触らないようにすること、咳エチケット（呼吸器衛

生）、医療用または布製マスクの着用、必要に応じて命じられる自宅待機、COVID-19 感染症と

同じような症状がある場合には医療機関に問い合わせること、などがあげられる （7）。 
 
 

管理チーム 

施設の管理には、COVID-19 パンデミックの状況に適応するため、以下の点を含む包括的な戦略

をたてる必要がある。 
 

行動計画 

管理チームは、地域の保健当局、ホテル、レストラン、ケータリング、観光当局や業界団体と協

議の上、COVID-19 伝播を防ぐための地方自治体による推奨事項に従い、状況に応じた行動計画

を立て、実行しなければならない。管理チームは、保健当局が効率的に感染者を管理し、接触者

を追跡できるように支援を強化し、利用客と職員に対する影響を軽減する必要がある。物理的距

離の確保が難しい場合に客室稼働率を下げることも計画の 1 つである。職員が体調不良時にふむ

べき手順も含める必要がある。職員や利用客は、関わる相手との距離を少なくとも 1m はとらな

ければならない（物理的にさえぎる物が必要な場合もある）。定期的に手指衛生を行ったり、共有

スペースで高頻度に接触する表面定期的に清掃・消毒したりするために必要な設備と備品を職員

が利用できるようにしておく必要がある。体調不良者が使用した部屋の清掃と消毒に関する手順

についても、備品も含め、この行動計画に盛り込まなければならない。また、テレワークに関す

る方針、出勤する職員を選択する手順、COVID-19 曝露後や回復後に職員が安全に職場復帰する

ための方針が盛り込まれる場合もある（8、9）。本計画は、関連当局が新たなガイダンス、手順、規

制を発表した場合、必要に応じて更新する必要がある。 
 

資源の分配 

この行動計画を継続的に効率よく実行できるようにするため、管理チームは資源を適切に分配し

なければならない。 
また、感染疑い例や接触者の可能性がある人を管理するための資材や方法に関する行動計画も地
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域の保健当局と協力して作成し、この行動計画に盛り込む必要がある。 
 

監督 

行動計画の実行や実行した対策の有効性については頻繁に評価を行い、コンプライアンスを検証

するとともに計画と実績の差を把握して是正し、計画を実情に即したものにすべきである。関連

する各部門のメンバーを含む危機対策チームが協力して、行動計画遂行の管理にあたったり、調

整の必要性を適切なタイミングで指摘したりしても良い。職員の欠勤は常にモニタリングし、そ

れをもとに COVID-19 感染の可能性がある体調不良者を速やかに検知し、対処する必要がある。 
 

行動日誌 

感染疑い例や確定例に対してとった行動や対策のうち重要なものは日誌につけ、詳細情報（消毒

剤を使用した日にちと時間、使用者と使用場所など）とともに記録に残すことが望ましい。この

ような日誌は、導入された行動を改善するのに役立つと考えられる。 
 

コミュニケーション 

管理チームと職員の間で、各部門の責任者を介する場合も含め、コミュニケーションをとり、利

用客の情報の取扱に関する方針を予め定めておく必要がある。利用客や他のステークホルダーに

対して、行動計画をどのように伝えるべきか記載したガイドラインを職員に提供することで、一

貫性を確保できる。このように取り組むことで職員に最新情報を提供でき、何か出来事があった

場合に速やかに情報を取得し、提供できるようになる。 
短い文書や教育的なポスター、ビデオメッセージにより、利用客や職員に重要なメッセージを強

調して伝えることができる。促す内容としては、手洗い（擦式アルコール製剤の場合は 20 秒間以

上、石けんと水の場合は 40 秒間以上、手をくまなく洗うこと）（10）、呼吸器衛生、1m 以上の物

理的距離の確保、物理的距離の確保が難しく市中感染が認められている場合の医療用または布製

マスク着用に関して地域で要求されている事項などが挙げられる。基本的な衛生対策や COVID-
19 に関する、多言語での公的なパンフレットは情報ツールとして有用である。 
職員の連絡先や緊急連絡先の一覧を常に更新しておくことも有用と考えられる。 
 

訓練と情報提供 

COVID-19 の症状がある場合は出勤せず医療機関に連絡をとるといった推奨事項など、自他の健

康を守るための対策について、管理チームは全職員に知らせる必要がある。管理チームは職員に

対して、COVID-19 に関する基本的な予防策、および、感染の兆候と症状を網羅して定期的に説

明する場を設け、状況に応じて情報を更新すべきである。（救急車での搬送まで待っている間や国

の手順に従って）感染疑い例を隔離する場合に踏むべき標準作業手順（SOP）や、清掃、消毒、

その他の対策など、手順によっては訓練が必要な場合もある。 
 
 

レセプションとコンシェルジュ 

レセプションの職員は、物理的距離の確保など、予防措置をとり、COVID-19 感染の基本的な予
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防策を遵守しなければならない。 
WHO は、COVID-19 に関わるマスク使用に関するアドバイス（6）の中で、市中感染が認められて

おり、1m 以上の物理的距離を保てない場合に、一般市民は布製マスクを着用するように助言して

いる。このアドバイスには、職員が他の人と密に接触する可能性がある環境も盛り込まれている。 
 

情報とコミュニケーション 

レセプションの職員に COVID-19 関連の情報を十分に伝え、定期的に情報を更新することで、予

防策、手順とポリシー、利用客が必要とする他のサービス（医療機関や薬局など）について職員

が利用客に情報提供できるようにしておかなければならない。COVID-19 の症状のある利用客に

は、医療従事者の診察（管理チームが速やかに手配する）を受けるまで部屋にとどまるように忠

告し、医療用マスクおよび擦式アルコール製剤を提供できるように備えておく必要がある。 
特に、アウトブレイクやその他の重要な出来事など、地域の状況に関連する保健当局からの最新

情報を、利用客と職員に提供できるようにしておかなければならない。 
レセプションの職員は、COVID-19 の感染疑い例が見つかった場合の同行者の客室利用に関する

ポリシーについても把握しておく。COVID-19 感染疑い例の最新の定義は、WHO のウェブサイト

で閲覧できる （11）。 
出発する利用客に COVID-19 感染を示す症状が現れているか、SARS-CoV-2 の検査で陽性の結果

が認められた場合、地域の保健当局に速やかに連絡し、当該ホテル（またはその他の宿泊施設）

に宿泊していたことを知らせなければならない。 
レセプションデスクでは、保健当局、医療センター、公立および私立病院、安全な輸送サービス

の電話番号をすぐに利用できるようにしておき、COVID-19 感染により利用客が体調不良を訴え

ている可能性がある場合にはいつでも対応できるようにしておく必要がある。レセプションの職

員は、利用客のいかなる情報も慎重に取り扱う必要があり、状況の評価および適切な判断につい

ては管理チームと保健当局に任せるべきである。 
 

物理的距離の確保に関する対策、手指衛生、咳エチケット 

COVID-19 伝播予防の主な対策は、物理的距離の確保に関する対策、手指衛生、咳エチケットで

ある。施設内で適切な物理的距離を確保できない場合は、客室稼働率を下げることを検討しなけ

ればならない。物理的距離の確保に関する対策、手指衛生、咳エチケットについては、利用客も

既に知っている可能性が高いが、利用客の歓待の一環としても注意喚起しておくべきである。 

• 物理的距離の確保には、利用客同士および人との距離を少なくとも 1m 保つ。施設は、

職員と利用客の間に、物理的バリア（レセプションデスクやコンシェルジュデスクに感

染予防のアクリル板など）を可能な限り設置する。 
• 手指衛生とは、定期的かつ完全に、擦式アルコール製剤で消毒したり、石けんと水で洗

浄したりすることである。物（現金、クレジットカード）のやりとりを利用客とした後

は手指衛生が推奨される。 
• 呼吸器衛生とは、咳やくしゃみをする時に、ひじの内側やティッシュペーパーで口と鼻

を覆うことである。使用したティッシュペーパーは、速やかに、蓋つきのゴミ箱に捨て

るべきである。続いて、手指衛生を行う必要がある。 
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レセプションデスクに必要な備品と個人防護具一式 

レセプションデスクには、COVID-19 感染疑い例が見つかった場合に使用するため、個人防護具

（PPE）を備えておく必要がある。以下の備品を揃えておかなければならない。 

• 消毒剤および表面を清掃する布やウェットティッシュ 
• （使い捨て）医療用マスクおよび目の防護具（個別または一体型、フェイスシールド、

ゴーグル） 
• （使い捨て）手袋 
• （使い捨て）プラスチック製エプロン 
• （使い捨て）防護エプロン 
• 感染性廃棄物用袋 

PPE 一式を使用すべき状況および PPE の着脱と廃棄の手順を含め、上記一式の使用に関して、

職員は訓練を受ける必要がある。要請があれば、地域の保健当局が必要な PPE が供給されるよう

に支援する場合もある。 
 
 

設備とメンテナンスサービス 

水の消毒 

飲料水やプール、スパでは、国の基準および標準で推奨される範囲内に、水の消毒剤の濃度を維

持する必要がある。 
 

食器洗浄および洗濯に関連する設備 

食器洗浄および洗濯に関連する設備が適切に機能しているかどうかを点検し、特に、動作温度お

よび洗浄剤および消毒剤の適切な使用量などの各項目が、各機器の銘板に記載された通りである

ことを確認する必要がある。 
 

換気と空調 

換気は、COVID-19 を引き起こすウイルスの拡散予防に重要な要因である。以下の手段をとるこ

とで、室内の換気を改善できる。以下の手段 （12）は、暖房・換気・空調（HVAC）の専門家と協

議した上でとる必要がある。 

• 周囲の環境や建物に関する要件が許せば、自然換気（すなわち、可能であれば安全を

確保した上で窓を開けること）を利用して、外気により室内の空気を希釈することを

検討する。 
• HVAC システムを用いている場合は、定期的に点検し、メンテナンスし、清掃しなけ

ればならない。換気システムの有効性および安全性を担保するため、その設置とメン

テナンスに関しては厳格な基準が不可欠である。通常の状況と同様に、フィルターの

状態がモニタリングされているか、また、可能な場合は、設計されている気流を大幅

に低下させることなく、中央空気フィルターによりできるだけ多く空気が濾過できて

いるか、注意を払う必要がある。 
• 例えば HVAC システムのエコノマイザーモードを使用し、総給気量と外気の割合を
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（場合によっては 100%まで）増加させる。まずは、温度と湿度の両方の制御に関す

る HVAC システム機能との適合性と、室内外の空気質についての検討事項との適合性

を確認する。 
• 温度や収容人数に応じて給気を減少させるデマンド制御換気（DCV）を無効にする 
• フィルターハウジングとラックを点検して、フィルターが隙間なく設置されているか

を確認し、濾過されずに通過する空気を最小限に抑えられるようにする。 
• 給気および排気に関わるディフューザーやダンパーの位置を再確認し、ゾーンごとの

給気量と排気量を調整することで測定可能な圧力差を作り、クリーンゾーンからクリ

ーンゾーンではない方向へ流れるような気流を発生させる。職員が、換気された「き

れいな（クリーンな）」ゾーンで勤務できるようにする。 
• 建物を使用している時は、トイレの排気ファンが正常に機能し、フル稼働しているこ

とを確認する。 
• 空気の再循環（例えば、スプリット型空調ユニット、ファンコイル、その他の再循環

式で作動するシステムすべて）は避けるべきだが、客室の利用者が 1 人で、他に人が

いない場合に限り、実施しても良い。再循環を避けられない場合は、窓を開けること

で外気の取り込みを増やし、飛沫やエアロゾルの拡散を避けるため、他者に直接かか

る空気を最小限にする。 
• 気温が高い地域では、多くのホテルが、ホテル客室内の換気に標準的にファンを使用

しているが、部屋を共有しているのが家族である場合にのみファンの使用を許可すべ

きである。利用客がチェックインする際に、ホテルはこの点を強調し、利用客に理解

させる必要がある。 
• 窓のない地下の設備や場所は、国の法規に準拠する必要がある。換気改善のために提

案されている推奨事項について管理チームは検討すべきである （13）。 
• 二酸化炭素（CO2）濃度は換気の効果および過密状態の大まかな指標となるため、国

の法規に従い、二酸化炭素（CO2）濃度のモニタリングを検討する。 
• 室内プールの換気、空気の入れ替え、除湿の設備が適切に機能しているかどうかを確

認すべきである。 

 

ディスペンサー 

石けんや擦式アルコール製剤のディスペンサー、ハンドドライヤー、ペーパータオルホルダーや

それに類する備品が適切に機能しているか、清掃されているか、消毒されているかを定期的に確

認しておく必要がある。 
ホテルの行動計画には、利用客や職員が利用する共用トイレやその他人の出入りが多い場所（食

事会場、レストラン、バーの入口など）を含め、ホテル内の複数の箇所に擦式アルコール製剤の

ディスペンサーを設置することを盛り込むべきである 
 
 

レストラン、食事会場とバー 

レストランや食事会場、バーの職員は、物理的距離の確保や手指衛生など、COVID-19 に関する

基本的な予防策を遵守しなければならない。 
COVID-19 に関連し WHO が公表している、食品事業の食品安全に関するガイダンス （14）に沿っ
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て、レストラン、食事会場、バーの職員は、衛生対策（こまめな手洗い、咳エチケット、作業場

の表面や触れる場所のこまめな清掃／消毒）を定期的に実行しなければならない。手袋を使用す

る場合もあるが、その場合はこまめに交換する必要があり、手袋を交換する時および手袋を取っ

た後は手を洗わなければならない。食品を扱う環境で、手洗いに代わるものとして使い捨て手袋

を使用してはならない。使い捨て手袋を着用することで誤った安心感を抱き、その結果、職員が

必要な頻度で手を洗わなくなる恐れがある。感染からの防御には、使い捨て手袋の着用よりこま

めな手洗いの方が有効である。 
COVID-19 に関わるマスク使用に関するアドバイス （6）の中で、市中感染が広がっている地域の

1m 以上の物理的な距離を保つことができない環境では、COVID-19 のソースコントロールのた

め、一般市民の布製マスク着用を政府が奨励すべきであると WHO は助言している。レストラン、

食事会場、バーなど、業務上、他の人と密に接触する職員は、地域のガイダンスに従い、布製マ

スクを着用すべきである。 
 

情報提供とコミュニケーション 

利用客がレストランや食事会場に出入りする際には、各施設の入り口への設置が推奨される擦式

アルコール製剤を使って手を清潔にするように、注意喚起すべきである。 
 

ビュッフェとドリンクマシーン 

COVID-19 を考慮すると、ビュッフェは推奨されず、提供すべきではない。 
ドリンクディスペンサーを使用する場合は、利用客が適切に手指衛生を実施できる設備を用意し、

ディスペンサーに使用する器具を定期的に洗浄／消毒し、ディスペンサー自体も定期的に洗浄／

消毒する必要がある （14）。 
使用に際し利用客の手に定期的に接触する部品は、少なくとも一区切りのサービスの後で、でき

ればそれよりもっと頻繁に、洗浄および消毒する必要がある。 
 

食器、カトラリー、テーブルリネンの洗浄 

通常の手順に従う。食器、カトラリー、グラスはすべて食器洗浄機で洗浄し、消毒すべきである。

使用されていないものも、利用客や職員が触れた可能性があるため、同様にする。 
何らかの理由により手で洗う必要がある場合には、最大限の注意を払い、通常の手順（すすぎ、

洗浄、消毒）を踏む。自然乾燥で、または、使い捨てのペーパータオルを用いて、乾かす。テー

ブルクロスやナプキンは、地域の公衆衛生の規制に従って洗浄する。リネンは洗濯用洗剤を用い

てお湯（60～90℃）で洗濯機を使用して洗浄する。洗濯機で洗浄できない場合は、容器に水（お

湯が望ましい）と石けんまたは洗濯用洗剤を入れ、リネンを浸す。 
 

テーブルセッティング 

室内での飲食が許可されるか否かについては、国のガイダンスに従わなければならない。十分な

換気という前提は必要である。 
可能な限り、10m2あたり最大 4 人とすることを推奨する。椅子の背と背の距離を 1m 以上あける

ように、また、利用客同士が向かい合う時は互いの距離を 1m 以上あけるようにテーブルを配置

する。 
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ジム、ビーチ、プール、スパ、サウナ、スチームバス等の設備 

ジム、ビーチ、プール （15）、スパ、サウナ、スチームバス等の設備は、国の関連ガイドラインに

従い、制限つきで使用できる。特に、以下の対策をとる必要がある。 

• 適切な物理的距離を確保するために最大収容人数を決める必要があり、この最大収容

人数は、宿泊客や施設の利用客の目につきやすいところに掲示しなければならない。 
• 利用客は、このような施設を含む共有スペースでの布製マスク着用に関する国および

／または地域の要求事項に従わなければならない （6）。 
• 各施設は、換気および空調に関する前述の推奨事項に従わなければならない。スチー

ムバスでは、通常、最低限の換気しか行われないため、利用者数の制限による物理的

距離の確保、衛生、表面の洗浄と消毒に、より一層注意する必要がある。 
• トイレや更衣室の周辺では、手指衛生の設備（石けんと水、擦式アルコール製剤）を

すぐに利用できるようにしておく必要がある。 
• タオルは繰り返し使用すべきではない。利用客が使用済みのタオルを入れる洗濯物回

収用の容器を用意する。 
• 飲料水は各個人専用の容器に入れて提供する必要がある。 
• 更衣室にはティッシュペーパーホルダー、消毒用の資材、蓋つきのゴミ箱を用意して

おく必要がある。 
• 清掃員は、シャワーおよび更衣室、トイレや、ドアノブおよびトイレのレバー、蛇口

などのよく触れるものを、それぞれの使用頻度に応じて 1 日に数回、清掃し、消毒し

なければならない。 

 
 

子供のレクリエーションスペース 

子供の担当者は、COVID-19 感染を示す兆候に注意を怠らず、何かあった場合には、子供の親に

速やかに知らせ、必要に応じて、感染疑い例に関してホテルが定める手順に従う必要がある。 
地域の感染状況に応じて、国のガイドラインに従って、子供のレクリエーションスペースに感染

の予防と制御に関する対策を講じる必要がある。 
 
 

清掃とハウスキーピング 

清掃およびハウスキーピングの職員は、部屋の清掃をしたり、その他のハウスキーピングの業務

を遂行したりする際に利用客と直接接触するため、基本的な予防策および COVID-19 感染予防措

置を遵守する必要がある。 
 

清掃と消毒 

共有スペースで SARS-CoV-2 による汚染が起こる可能性を低減するため、高頻度に接触する表面

はこまめに清掃し、消毒する必要がある。一般的な予防対策として、共有スペース（トイレ、ホ



非公式日本語訳 (2020 年 11 月 30 日) 
  

 9 / 14 
 

ール、レセプション、廊下、エレベーターなど）の清掃・消毒対策を行わなければならない。持

ち手、エレベーターのボタン、手すり、スイッチ、ドアノブ、ディスペンサーなどのよく触れる

ものには特に注意を払わなければならない。清掃スタッフには、適宜指導をする必要がある。 
COVID-19 に関わる環境の清掃と消毒に関する WHO のアドバイス （16）に沿って、非医療機関で

は、表面にダメージを与えないように、また、毒性作用を回避／最小限にするように、消毒剤や

その濃度を選択する必要がある。環境清掃の技術や清掃に関する原則はできるだけ細かい点に至

るまで遵守する必要がある。 
 

清掃用具と個人防護具の確保と使用 

消毒液やその他の備品は、清掃員が不自由なく利用できるように確保しておく必要があり、清掃

員はこれらを製造者の指示に従って準備し、安全に取り扱わなければならない。清掃員は、薬品

への曝露を避けるため、個人防護具（PPE）を適切に着用する必要がある。 
必要に応じ、清掃員は、消毒剤および以下の個人防護具の使用に関する訓練を受ける必要がある。 
 

• ゴム手袋 
• 不透過性のエプロン 
• 足を覆う靴 
• （表面の洗浄など、はねが生じる作業に従事する場合は）目の防護具と医療用または布製

マスク 
 

廃棄物管理 

空気、水、土地、食物連鎖の汚染を介して環境やヒトの健康に害を与えるのを防ぐため、環境と

調和した廃棄物管理の支援となるように、清掃員を訓練しなければならない。COVID-19 に関す

る廃棄物管理の国のガイダンスおよび新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）対策としての廃棄物

管理に関する WHO のガイダンス （15）に従うように清掃員を支援する必要がある。 
 

利用客や職員で COVID-19 が確定した場合の清掃と消毒 

体調不良の利用客または職員が施設内にいるか、その利用または勤務後数日以内に COVID-19 が

確定した場合の清掃・消毒計画を、宿泊施設における COVID-19 行動計画の一部として準備して

おく必要がある。清掃・消毒の強化を推奨する文書では、清掃や廃棄物の管理、個人防護具（PPE）
の着用を強化するための実践的手順を記載する必要がある。 
COVID-19 に曝露された部屋や場所には、以下を実施すべきである。 
 

• トイレ、洗面所、浴室など、体調不良者が接触する表面や、体調不良者がいる環境内の表

面はすべて、清掃した後、一般的な家庭用消毒液または 0.1%の次亜塩素酸ナトリウムを

含む溶液（家庭用漂白剤を、製品によって、必要に応じて希釈する）で消毒する必要があ

る。例えば濃度 0.1%の塩素溶液では接触時間を 1 分間とった後、清潔な水で表面をすす

がなければならない。必ず、先に清掃をし、続いて消毒を行う必要がある。 
• （このような製品の多くは漂白剤で、通常より高い濃度である可能性があることから、）

業務に従事する清掃員は、製品の準備、取扱、使用、保管に関する追加の訓練が必要な場

合もある。溶液を準備する際に漂白剤の濃度をモニタリングする方法や、必要な接触時間
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をとった後、必要に応じて塩素をすすぐ方法についても清掃員は知っておかなければなら

ない。 
• （電話のような機器やリモコンなど）漂白剤の使用が適さない、または、表面がダメージ

を受ける可能性がある場合には、新型コロナウイルス対策に適した 70%アルコールやそ

の他の消毒剤を使用しても良い。 
• できる限り、使い捨ての清掃用具のみを用いる。再利用する用具は多孔性でないものとし、

0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液か製造者の指示する方法で、次の部屋の清掃に使用する

前に必ず消毒する。 
• ほこりが立ち、周囲の環境や人を汚染するのを防ぐため、布、リネン、洋服は、印をつけ

た、専用のランドリーバッグに入れ、注意して取り扱う必要がある。通常の洗剤を使用し

て、お湯（60～90℃）で洗浄する方法を指導する。伝播のリスクを軽減するため、使用済

みのものはすべて適切に取り扱わなければならない。使い捨てのもの（ハンドタオル、手

袋、マスク、ティッシュ）は蓋つきの容器に入れ、ホテルの行動計画および廃棄物管理に

関する国の規制に従って処理する必要がある。 
• 概して、COVID-19 感染者が通過するか、最小限の時間を過ごす（廊下などの）共有スペ

ースについては、前述の通り、高頻度接触面を定期的に清掃および消毒する手順を踏んで

いる限り、特別な清掃や消毒をする必要はない。 
 

体調不良の利用客のモニタリング 

ハウスキーピングおよび清掃の職員は、管理チームまたはレセプションデスクに、居室の利用客

の体調不良など、関連する出来事をすべて知らせる必要がある。職員はこのような情報すべてを

慎重に取り扱う必要があり、状況の評価および適切な判断については管理チームと医療サービス

に任せるべきである。 
 
 

ホテル等の宿泊施設で COVID-19 症例を取り扱う 

全般的な推奨事項 

利用客または職員が COVID-19 感染症と同様の症状を呈した場合、有症者とその他の利用客や施

設職員との接触を最小限にするような対策を速やかにとる必要がある。レセプションや他の職員

は、COVID-19 行動計画に定められた手順に従うべきである。 
 

COVID-19 の症状がある利用客への対処 

• COVID-19 感染症と同様の症状を呈したのが宿泊施設の利用客である場合、この有症

者を施設内に引き続き宿泊させることを推奨しない。地域の保健当局が介入するまで、

他の利用客と別にできるのであれば、一時的に客室に隔離することはできる。感染者

が利用している部屋への他者の入室は許可すべきでない。 
• 感染者に同行客がいる場合、客室利用の状況次第で、別の部屋に同行客を移動させる。

（例えば子供の場合など）これができない場合は、同行客にウイルスが伝播するリス

クの軽減に必要なあらゆる予防措置をとる必要があり、同行客を接触者と考え、他の

利用客や職員から隔離し、COVID-19 の症状をモニタリングする。地域の保健当局と
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協議し、国のガイダンスに従って、適切な対策をとらなければならない。 
• COVID-19 感染が疑われるか確定した利用客は、必要に応じた隔離対策および臨床ケ

アをできるだけ速やかに受けられる別のケア施設に搬送する必要がある。ホテルや宿

泊施設は、地域の保健当局と協議し、搬送に関わる計画をたてておかなければならな

い。 
• 体調不良者を医療施設に直ちに搬送する必要がない状況では搬送まで体調不良者の

居室内に隔離しておくために必要な対策を講じるため、保健当局と協議し、国のガイ

ダンスに従って、体調不良者の管理を実施する。 
• 室内の換気速度を、1患者あたり 60リットル毎秒以上の自然換気か、換気回数（ACH）

毎時 6 回以上の機械換気まで上昇させる。給気および排気に関わるディフューザーや

ダンパーの位置を再確認し、ゾーンごとの給気量と排気量を調整することで測定可能

な圧力差を作り、クリーンゾーンからクリーンゾーンではない方向へ流れるような気

流を発生させる。 
• 体調不良者を隔離している部屋に（清掃や消毒などで）職員が入る必要がある場合、

体調不良者は医療用マスクを着け、咳エチケットを徹底する必要がある。体調不良者

が医療用マスクを着用できない場合、咳やくしゃみをする時は、ひじの内側やティッ

シュで口と鼻を覆い、使用したティッシュは速やかにゴミ袋に廃棄する。ティッシュ

は、穴や破れなどのないビニール袋に入れ、密封して廃棄し、行政の廃棄物収集に出

す。石けんと水、または、擦式アルコール製剤で手を清潔にする。体調不良の利用客

が職員の助けを必要とし、1m 以上の距離を保てない場合は、介助に先立ち、医療用

マスクや目の保護具などの PPE を適切に着用し、客室を出る際に手を清潔にする必

要がある。 
• 職員が PPE を着用する場合は、自身が汚染されるのを防ぐため、脱衣には細心の注

意を払う。最初に手袋とガウンを脱ぎ、手指衛生を行った後に医療用マスクと目の防

護具を外し、石けんと水または擦式アルコール製剤で速やかに手を洗浄または消毒す

る。職員はこの方法を訓練されておかなければならない。 
• 体調不良者の体液に触れた使い捨ての PPE やその他の資材を、感染性廃棄物用袋ま

たは穴や破れのない袋に適切に廃棄し、「感染性」廃棄物として扱う。 
• 曝露された可能性のある職員は、国のガイダンスや保健当局の推奨事項に従ってモニ

タリングし、隔離する必要がある （12）。 

ホテル室内に隔離されている体調不良の利用客および接触者の管理に関する対策は、軽症の新型

コロナウイルス（COVID-19）患者の在宅ケアと接触者の管理に関する WHO の暫定ガイダンス
（17）に記載されている。 
 

接触者および感染していない利用客の同定と管理 

施設内で感染疑い例が同定された場合、保健当局は接触者の同定を速やかに始め （18）、感染して

いない利用客に助言する必要がある。ホテルの職員は関連保健当局による指導に従い、協力すべ

きである。 
 

物品やサービスの供給業者 

物品およびサービスの供給業者および請負業者は、業務の安全に関する制度に従うと同時に、
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COVID-19 感染拡大予防のための制度も整える必要がある。 
 

COVID-19 の症状がある職員 

COVID-19 感染症と同様の症状のある職員は、速やかに業務を中止し、地域のガイダンスに従っ

て医療機関に連絡をしなければならない。体調不良の職員は速やかに手指衛生を行って医療用マ

スクを着け、医療機関に連絡を取っている間、適切な部屋にこの職員を隔離する必要がある。医

療施設での受診や医療施設への搬送を待っている間、指定の隔離場所にティッシュを用意し、然

るべきゴミ箱に廃棄できるようにしておく。 
COVID-19 の症状があって体調が優れないと自宅から報告した職員には、自宅に留まり、医療機

関に連絡するように勧める。 
COVID-19 の検査結果が陽性であったことを自宅から報告した職員は、入院の必要がない場合、

自宅で自宅療養するなど、医療従事者の指示に従うべきである。新型コロナウイルス感染者の隔

離解除に関する WHO の基準 （19）を参照する。 
 

感染疑い例の退去に関わるホテル・宿泊施設の職員 

• 他の利用客や職員に感染するリスクを最小限にするため、施設管理者や地域の保健当

局の指示に従って、症状のある利用客を他へ搬送するべきである。 
• COVID-19 感染疑い例を救急車に乗せるのに、例外的に職員が関わらなければならな

い時は、PPE に関する WHO のガイダンスに基づき、感染予防と制御に関する対策
（20）をとる必要がある。 

• 複数の感染疑い例を搬送する場合、交叉汚染を避けるため、担当職員および医療関係

者は、患者ごとに PPE を交換しなければならない。感染性廃棄物に関するホテルの

行動計画および国の規制に従い、使用済みの PPE を蓋つきの容器に適切に廃棄する

必要がある。 
• 利用客をホテルから搬送した後、ホテルの管理者は行動計画に従い、患者の居室を清

掃・消毒する手順に沿って、体調不良者の居室が確実に清掃・消毒されるようにする。

これができない場合は、勤務中の清掃係が、患者の居室を清掃・消毒する手順に沿っ

て、個人防護対策を取りながら、体調不良者が使用した部屋を清掃・消毒できるよう

に、訓練を実施する必要がある。患者が利用する前後 2 時間は、製造者の推奨事項に

従い、外気流入量を最大にして HVAC システムを作動させることを検討する。 

 
注意：体調不良の利用客に対し、一時的に部屋に留まらせたり、他の利用客の訪問を制限したり

する権限は、関連する国の規制にもよるが、一般的には関連する公衆衛生当局にあり、ホテルや

宿泊施設の管理者にはない。推奨される対策を利用者が拒否または遵守する権利については、各

国の法律が手引きとなる。  
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